
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
図
書
館
資
料
の
証
明
事
務
取
扱
要
領 

（
平
成
十
一
年
十
二
月
二
十
七
日
館
長
決
定
第
九
号
） 

改
正 

平
成 

十
二
年 

五
月 

 

二
日
館
長
決
定
第 

五
号 

同 
 

十
四
年 

三
月
三
十
一
日
同 

 
 

第 

二
号 

同 
 

十
四
年 

十
月 

 

三
日
同 

 
 

第
十
九
号 

同 
 

十
六
年 

九
月
二
十
八
日
同 

 
 

第 

六
号 

同 

二
十
七
年 

三
月
二
十
四
日
同 

 
 

第 

三
号 

令
和 

 

元
年
十
二
月 

二
十
日
同 

 
 

第 

二
号 

同 
 

 

四
年 

三
月
二
十
九
日
同 

 
 

第 

二
号 

 

（
目
的
） 

１ 

こ
の
要
領
は
、
国
立
国
会
図
書
館
資
料
利
用
規
則
（
令
和
四
年
国
立
国
会

図
書
館
規
則
第
一
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
十
二
条
に
規
定
す

る
証
明
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
証
明
の
申
請
） 

２ 

証
明
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
図
書
館
資
料
に

関
す
る
証
明
申
請
書
（
別
記
様
式
。
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
申
請
書
の
受
付
） 

３ 

申
請
書
の
受
付
は
、
当
該
証
明
に
係
る
規
則
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る

収
集
資
料
（
以
下
「
資
料
」
と
い
う
。
）
を
保
管
す
る
課
（
以
下
「
証
明
担

当
課
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
行
う
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
申
請

書
の
受
付
は
、
当
該
各
号
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

東
京
本
館
に
お
い
て
提
出
さ
れ
る
申
請
書
で
、
関
西
館
に
お
い
て
保
管

す
る
資
料
に
係
る
も
の
の
受
付 

利
用
者
サ
ー
ビ
ス
部
サ
ー
ビ
ス
企
画
課

（
以
下
「
サ
ー
ビ
ス
企
画
課
」
と
い
う
。
）
又
は
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
部
サ
ー

ビ
ス
運
営
課
（
以
下
「
サ
ー
ビ
ス
運
営
課
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
行
う

ほ
か
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
利
用
者
サ
ー
ビ
ス
部
の
他
の
課
に

お
い
て
も
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

二 

関
西
館
に
お
い
て
提
出
さ
れ
る
申
請
書
で
、
東
京
本
館
又
は
国
際
子
ど

も
図
書
館
に
お
い
て
保
管
す
る
資
料
に
係
る
も
の
の
受
付 

関
西
館
文
献

提
供
課
（
以
下
「
文
献
提
供
課
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
行
う
ほ
か
、
別

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
関
西
館
ア
ジ
ア
情
報
課
に
お
い
て
も
こ
れ
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

（
証
明
事
項
の
照
合
） 

４ 

証
明
事
項
（
規
則
第
七
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
資
料
の
受
入
年
月
日
、

掲
載
記
事
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
照
合
は
、
証
明
担
当
課
の
長
又
は

そ
の
指
名
す
る
者
（
以
下
「
証
明
担
当
者
」
と
い
う
。
）
が
行
う
。
た
だ
し
、

資
料
又
は
当
該
資
料
の
複
写
物
の
状
態
等
に
よ
り
照
合
を
行
う
こ
と
が
困
難

で
あ
る
場
合
に
は
、
照
合
を
行
わ
な
い
。 

５ 

証
明
担
当
者
は
、
証
明
事
項
を
照
合
し
た
と
き
は
、
申
請
書
の
証
明
の
欄

に
、
照
合
し
た
年
月
日
、
証
明
担
当
者
が
所
属
す
る
部
局
（
関
西
館
及
び
国

際
子
ど
も
図
書
館
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
課
の
名
称
並
び
に
証
明
担
当

者
の
氏
名
を
記
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
証
明
書
の
作
成
） 

６ 

証
明
担
当
者
は
、
証
明
事
項
に
つ
い
て
照
合
し
た
と
き
は
、
証
明
事
項
を



記
載
し
た
証
明
書
を
起
案
し
、
証
明
担
当
課
の
所
属
す
る
部
局
の
長
の
決
裁

を
受
け
る
も
の
と
す
る
。 

（
証
明
書
の
交
付
） 

７ 

証
明
書
の
交
付
は
、
調
査
及
び
立
法
考
査
局
又
は
関
西
館
に
お
い
て
保
管

す
る
資
料
に
係
る
証
明
書
に
つ
い
て
は
証
明
担
当
課
に
お
い
て
、
そ
れ
以
外

の
資
料
に
係
る
証
明
書
に
つ
い
て
は
証
明
担
当
課
の
所
属
す
る
部
局
の
所
掌

事
務
の
総
合
調
整
を
行
う
課
（
以
下
「
庶
務
担
当
課
」
と
い
う
。
）
に
お
い

て
行
う
。
た
だ
し
、
第
三
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
の
受
付
を
行
っ

た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
サ
ー
ビ
ス
企
画
課
又
は
サ
ー
ビ
ス
運
営
課
に
お
い
て
、

同
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
申
請
書
の
受
付
を
行
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、

文
献
提
供
課
に
お
い
て
証
明
書
の
交
付
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

８ 

前
項
の
交
付
に
当
た
っ
て
は
、
交
付
を
受
け
る
者
が
申
請
人
又
は
そ
の
代

理
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。 

９ 

申
請
人
か
ら
証
明
書
の
郵
送
に
よ
る
交
付
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、

そ
の
郵
送
に
要
す
る
費
用
は
申
請
人
の
負
担
と
す
る
。 

（
証
明
書
の
写
し
の
保
存
） 

10 

調
査
及
び
立
法
考
査
局
又
は
関
西
館
に
お
い
て
保
管
す
る
資
料
に
係
る

証
明
書
に
つ
い
て
は
証
明
担
当
課
に
お
い
て
、
そ
れ
以
外
の
資
料
に
係
る
証

明
書
に
つ
い
て
は
庶
務
担
当
課
に
お
い
て
証
明
書
の
写
し
（
電
磁
的
記
録
（
電

子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処

理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
含

む
。
）
を
作
成
し
、
申
請
書
又
は
こ
れ
を
複
製
し
た
電
磁
的
記
録
と
と
も
に
保

存
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

本
件
は
、
平
成
十
二
年
一
月
五
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
二

項
の
規
定
は
同
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
図
書
館
資
料
の
証
明
事
務
取
扱
要
領
（
昭
和
五
十

七
年
館
長
決
定
第
十
三
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
十
二
年
五
月
二
日
館
長
決
定
第
五
号
） 

 

本
件
は
、
平
成
十
二
年
五
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
館
長
決
定
第
二
号
） 

 

本
件
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
十
四
年
十
月
三
日
館
長
決
定
第
十
九
号
） 

 

本
件
は
、
平
成
十
四
年
十
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
十
六
年
九
月
二
十
八
日
館
長
決
定
第
六
号
） 

 

本
件
は
、
平
成
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
四
日
館
長
決
定
第
三
号
） 

 

本
件
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
令
和
元
年
十
二
月
二
十
日
館
長
決
定
第
二
号
） 

 

本
件
は
、
令
和
二
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 
則
（
令
和
四
年
三
月
二
十
九
日
館
長
決
定
第
二
号
） 

 

本
件
は
、
令
和
四
年
五
月
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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